
第７　労働基準監督機関の職権行使 

 

 

１　労働基準法別表第一の号別区分 

令和７年度において、事業所等の新設、廃止又は改称により労働基準法別表第一の号別区分（人

事委員会告示１１第２号）に追加、削除又は改称した事業所等は、次のとおりである。 

２　事業所調査等 

 (１)　事業所調査 

　　　ア　趣旨 

　　　　　職員の勤務条件に関する労働基準法・労働安全衛生法の適用状況を把握、指導し、 

　　　　その勤務条件の維持向上を図ることを目的として、実施。 

　　　イ　調査実施期間　　　令和７年１１～１２月 

　　　ウ　調査対象事業所数  １０事業所（知事部局３、教育委員会３、警察本部４）　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１２号事業所６、官公署４）　 

　　　エ　調査項目　　  　　 

 　（ア）勤務時間・時間外勤務・宿日直勤務・休暇 

 　（イ）安全衛生管理体制（作業場の定期巡視等） 

 　（ウ）健康診断の実施 

　 　（エ）労働災害の発生 

 　（オ）機械・装置等の管理状況 

 　（カ）危険有害業務（有機溶剤の取扱い等）の管理 

 　（キ）ハラスメント対策、メンタルヘルス対策 

　　　オ　調査結果 

  　（ア）労働基準法関係 

・人事委員会の許可回数を超えた宿日直の実施［３］ 

  　（イ）労働安全衛生法関係 

 ・化学物質管理者の未選任［２］

 ・特定化学物質（溶接ヒューム）作業主任者の未選任［１］

 ・木材加工用機械作業主任者の未選任［１］

  ※［　］内の数字は、問題点が見受けられた事業所数である。 

区分 事業所又は事務所の名称 号別区分
事業所等の設置

又は廃止年月日
告示改正年月日

事業所等の新設に

より号別区分に追

加したもの

各農林水産事務所水産事務所

３号

Ｒ７.４.１ Ｒ７.４.１

各県土整備事務所（同港管理

所及び同道路河川事業所を含

む。）

事業所等の廃止に

より号別区分から

削除したもの

各地域県民局農林水産部水産

事務所

３号各地域県民局地域整備部（同

港管理所および同道路河川事

業所を含む。）

事業所等の改称 各保健所 １３号
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　(２)　時間外勤務等の実施状況調査 

 　　　ア　趣旨

　　　　　時間外労働・休日労働に関する協定届（３６協定）を締結している事業所（１２号

 　　　　事業所）を対象として、その遵守状況を把握するため、実施。

 　　　イ　調査実施方法 　　半期毎に実施

 　　　ウ　調査対象事業所数　令和６年度下半期：８５事業所

 　　　　　　　　　　　　　　令和７年度上半期：８５事業所

 　　　エ　調査結果

令和７年９月３０日までの期間中、１事業所において、３６協定の上限を超えて労

 働させていた。

 

３　その他の職権行使の状況 

　　令和７年度において、既述のほかに労働基準監督機関としての職権を行使したものは、次

のとおりである。　 

 

　(１)　労働基準法関係 

   

 　内 容 件 数 事業所数 　根 拠 法 令    

   

  解雇予告除外認定 　　　３ 　　　３ 労働基準法第20条    

    

  非常災害等の理由による 　　　　 　　　　      

　労働時間延長届 　　　
１

　　　
１

　　
〃　　第33条

 

　  

　時間外労働・休日労働に 新 規 ５９ ５９     

 　　〃　　第36条   

  関する協定届 更 新 　　２６ 　　２６    

   

  断続的な宿直又は日直勤務許可 　　２３ 　　２３ 　　〃　　第41条

 

　(２)　労働安全衛生法関係       

   

内 容 件 数 事業所数 　根 拠 法 令    

   

  衛生管理者選任報告 　　３７ 　  ３３ 労働安全衛生規則第７条    

   

  産業医選任報告 　　１３ 　　１１ 　　　 〃 　　　第13条    

   

  定期健康診断結果報告 　１１４ 　  ６９ 　　　 〃 　　　第52条     

 

  心理的な負担の程度を把握するため 　　
６８

　  
６８

　　　
〃 　　　第52条の21

  

  の検査結果等報告書  

 

  機械等設置届 　　　４ 　　　２ 　　　 〃 　　　第86条  
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内 容 件 数 事業所数   根 拠 法 令  

  

　機械等変更届 　　　０ 　　　０ 労働安全衛生規則第86条   

 

　労働者死傷病報告（休業４日以上） 　　　８ 　　　８ 　　　 〃 　　　第97条第１項  

 

  　　　〃　　　　（休業４日未満）       ６       ５ 　　　 〃 　　　第97条第２項   

 

  ボイラー設置届 　　　０       ０ ボイラー及び圧力容器安全規則第10条  

 

　ボイラー落成検査  　　　０ 　　　０ 　　　　　　〃　　　　　　第14条   

 

  ボイラー使用再開検査        ０       ０ 　　　　　　〃　　　　　　第46条  

  

  第一種圧力容器設置届            ０       ０ 　　　　　　〃　　　　　　第56条  

 

  第一種圧力容器落成検査            ０       ０ 　　　　　　〃　　　　　　第59条  

  

  第一種圧力容器使用再開検査            ０       ０ 　　　　　　〃　　　　　　第81条  

 

  小型ボイラー設置報告                ０       ０ 　　　　　　〃　　　　　　第91条  

 

  クレーン設置報告          ０       ０ クレーン等安全規則第11条  

  局所排気装置設置等特例許可       ０       ０ 有機溶剤中毒予防規則第13条

  有機溶剤等健康診断結果報告 　　５３ 　　２６        　〃　　　　 第30条の３

  特定化学物質健康診断結果報告 　　２８ 　　１６        　〃　　　　 第41条

  高気圧業務健康診断結果報告 　　　４ 　　　２ 高気圧作業安全衛生規則第40条

  電離放射線健康診断結果報告 　　　２ 　　　１ 電離放射線障害防止規則第58条
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